
重要事項説明書 
 

１ 

１．事業者 

[事業者名称]     社会福祉法人 八千代美香会 

[法人所在地]     千葉県八千代市村上６４１ 

[代表者氏名]     理事長  綱島  照雄 

[電話番号]      ０４７－４８２－８６７０ 

  

２．ご利用施設 

[施設名称]      ちば美香苑デイサービスセンター 

[指定番号]      千葉市長指定 第１２７０４００２６８号 

[施設所在地]     千葉市若葉区佐和町３２２番地８８ 

[施設長氏名]     渡辺 繁 

[サービス提供責任者] 山口 鉄次（デイサービスセンター主任） 

[電話番号]      ０４３－２２８－１３００ 

 

３．ご利用施設であわせて実施する事業 

   介護老人福祉施設       

   短期入所生活介護事業     介護予防短期入所生活介護事業 

   居宅介護支援事業       地域包括支援センター 

認知症対応型共同生活介護事業 介護予防認知症対応型共同生活介護事業 

        

４．事業目的と運営の方針 

［事業の目的］ 

介護保険法の理念に基づき、通所介護を利用する要介護状態の者に対し、居宅

サービス計画に基づいて、入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話

等や機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消、心身機能の維持

並びに利用者家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。 

［施設運営の方針］ 

1） 施設は、介護保険法の基本理念に基づき、利用者が可能な限り居宅において、

有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように運営するものと

する。 

2） 施設は、利用者に対し、地域密着型通所介護計画を作成するものとする。 

3） 施設は、家庭との結びつきを重視した運営を行い、千葉市、居宅介護支援事業

者、地域包括支援センター、居宅サービス事業者その他の保健医療サービスま

たは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする 
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５．施設の概要 

＜開  設＞ 平成６年４月     

＜敷  地＞ ７７３４㎡   ＜建物面積＞ ２４２８㎡ 

＜建物構造＞ 鉄筋コンクリート造２階建（耐火建築） 

＜定  員＞ １８名 

 １）設備 

静養室 ：１室      食堂兼機能回復訓練室  ：１室 

相談室 ：１室      サービスステーション  ：１室 

洗濯室 ：１室      一般浴室        ：２室 

中間浴室：１室      特別浴室（家庭浴槽併設）：１室  

冷暖房 ：全館      スプリンクラー     ：全館 

２）営業日・営業時間・サービス提供地域 

営業日 
毎週月～土曜日（１月１日～３日を除く） 

祝祭日・大晦日も営業しております 

営業時間 
午前８時３０分 ～ 午後６時３０分 

（利用者の事情により午後７時まで延長可能。） 

サービス提供時間 午前９時００分 ～ 午後５時３０分 

サービス提供地域 千葉市内全域 

受付時間 
２４時間対応 

（営業時間外は宿直員が対応。） 

３）職員体制 

 員数 勤務体制 

管理者 1名 日勤  ９：００～１７：４５ 

生活相談員 1名以上 日勤  ９：００～１７：４５ 

看護職員 1名以上 
日勤  ９：３０～１５：００ 

（上記時間以外は併設特養の看護職員の協力体制あり） 

機能訓練 

指導員 
1名以上 

日勤  ９：３０～１５：００ 

（上記時間以外は併設特養の看護職員の協力体制あり） 

介護職員 2名以上 

早番  ７：４５～１６：３０ 

日勤  ９：００～１７：４５ 

遅番  ９：４５～１８：３０ 

 

６．ご利用いただける方 

市町村の行う要介護認定で要介護状態と認定された方で、居宅サービス計画に当

施設通所介護の利用が計画されている方。かつ、入院治療を必要とせず、他に感染

する恐れのある疾患がない方。 
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７．ご利用方法 

重要事項をご説明した上で利用契約を締結し、居宅サービス計画に組み込まれてい

る当施設通所介護サービスの利用日にご利用いただけます。 

 

８．介護保険給付対象サービス 

１）送迎 

リフト付き車両等により送迎いたします。事前に到着予定時刻をお知らせいたし

ますが、道路状況等により多少前後いたしますのでご了承下さい。 

迎え 
１便 

２便 

 ７時４５分 ～ ９時００分 

 ９時００分 ～１０時００分 

送り 
１便 

２便 

１６時１５分 ～１７時１５分 

１７時１５分 ～１８時１５分  

※他の時間のご希望については家族送迎にてお願いいたします。 

２）食事介助 

昼食を１２時に提供いたします。歯の具合や健康状態によって主食はご飯・軟飯・

全粥・ミキサー食、おかずは常食・きざみ・極きざみ・ミキサー食をご用意いたし

ます。季節ごとのメニューや月１回程度の行事食も取り入れています。 

３）入浴介助 

着脱・洗身・洗髪・整容等の介助を必要に応じて行います。浴槽は特別浴・中間

浴・一般浴のいずれかをご利用いただきます。入浴の有無・回数等は別途ご相談下

さい。 

[一般浴] 歩行ができる方が対象で、銭湯にあるタイプの大浴槽です。 

[中間浴] 起立程度ができる方が対象。機械式の浴槽（チェアーインバス）での入

浴となります。 

[特別浴] 起立や歩行ができない方が対象。機械式の浴槽での入浴となります。 

４）排泄介助 

身体状況等により、トイレへの誘導・見守り等必要な介助を行います。 

５）健康管理    

施設の看護職員により健康管理を行っています。日常的な検温、血圧測定、内

服薬の管理や健康状態の観察・処置を実施しています。内服薬や外用薬等が処方

されている方は必要量をお持ち下さい。 

６）レクリエーション及び社会生活上の便宜 

必要な教養娯楽設備（新聞・大型テレビ・体操器具等）を備えるとともに、レク

リエーションや体操、季節の行事を企画し実施しております。 

７）相談及び援助 

この事業では、利用者及び家族からの相談に適切に応じ、必要な情報の提供や援

助を行います。 
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９．保険給付対象外サービス 

１）食費 

 食材料費及び調理費になります。 

２）理美容費 

 毎月３回程度、出張による理髪サービスが利用出来ます。生活相談員又は送迎職員

まで申し込んで下さい。 

３）利用者の選定により提供するもの 

 教養娯楽費（行事参加費・クラブ活動費）、サービス提供記録のコピー費、外食時の

食事代等になります。 

 

１０．費用について 

別項『１７．利用料金表』にてご説明いたします。費用のお支払いは、月締めとさ

せていただき、翌月１０日頃に請求書を交付いたします。 

費用のお支払い方法 

１）ゆうちょ銀行及び全銀協の集金代行サービスにて徴収いたします。料金の合計額

を翌々月４日に引き落とします。（４日が土・日・祝日の場合は翌営業日といたし

ます。） 

 

例）４月ご利用料 ⇒ ５月１０日前後に請求書を発行、３月利用料領収書発行 

           ⇒ ６月４日指定口座より自動引き落とし 

           ⇒ ６月１０日前後に４月利用料領収書発行 

 

２）自動引き落としが出来ない場合は指定口座振込にて徴収いたします。料金の合計

額を翌月末日までにお支払いください。 

 

１１.非常災害対策 

別途定める『消防計画』により対応いたします。尚、カーテン等には防災適合品を

使用しています。 

  [防火管理者] 後藤 直輝 

  [管轄消防署] 若葉消防署 大宮出張所 

防火設備 

・自動火災報知機 ・誘導灯  ・非常通報装置 

・屋内消火栓   ・防火扉  ・ガス漏れ警報機 

・スプリンクラー ・非難階段 ・防災倉庫（テント、発電機等） 

 

１２．緊急時の対応について 

通所介護サービスの提供時間内において病状の急変等、緊急に対応が必要な場合は、

緊急連絡先に連絡すると共に、必要な措置を講じます。 
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１３．サービス利用に当たっての留意事項 

１）送迎 

 当日の利用者数や道路状況等により到着時間が前後する場合がございますので予

めご了承下さい。到着時間が大幅に変更となる場合は、事前にご連絡させて頂きます。

２）金銭・貴重品 

 現金・貴重品のお持ち込みはご遠慮下さい。ご希望のある方につきましては生活相

談員にご相談下さい。※基本的には自己責任にて管理していただくことになります。 

３）所持品 

○デイサービス連絡帳 

○上履き（バレーシューズ等かかとのある靴） 

○着替え、洗濯物を入れるビニール袋、バスタオル１枚（入浴希望者のみ） 

○昼食後薬（服薬されている方のみ） 

※サービス開始後、持参薬と薬情情報が異なる際などは、当日担当職員より確 

認のお電話をさせていただきますのでご了承ください。 

○リハビリパンツ・尿取りパット（使用者のみ） 

＜その他＞ 

○薬剤情報（又はお薬手帳） 

※初回利用時や変更が有りましたら、ご持参ください。 

○各種保険証（介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、健康保険証） 

※初回利用時や更新が有りましたら、ご持参ください。 

４）設備・器具等の利用 

 施設内の設備や器具等は本来の用法に従ってご利用下さい。 

５）飲酒 

 飲酒は堅くお断りいたします。こちらで提供する以外は、飲酒は出来ません。 

６）喫煙 

 喫煙は所定の喫煙コーナーでお願いいたします。施設内での喫煙は出来ません。 

７）体調不良時 

 容態により、直接家族に迎えに来て頂くこともあります。送迎が必要な場合は原則

自宅までとさせて頂きます。 

８）迷惑行為 

 他利用者の迷惑となるような宗教活動、政治活動、営利活動その他の行為はご遠慮

願います。 

９）ご家族の住所等の変更 

 住所、電話番号等に変更があった場合は速やかにご連絡をお願いいたします。 
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１４．サービス内容の変更・中止 

次の事由に該当する場合はサービス提供を変更または中止させて頂く場合があり

ます。 

１）当日、体調不良等でサービス利用を急遽中止する場合、サービス利用開始予定日

までにお知らせください。 

２）お迎えに上がった際、風邪症状がある時等は、サービスの提供をお断りすること

があります。 

３）健康チェックの結果、体調が悪い場合、サービス内容の変更または中止すること

があります。この場合、家族に連絡の上、適切に対応いたします。 

 

１５．サービスに関する相談窓口・苦情等 

社会福祉法第８２条の規定により、本事業所では利用者からの苦情に適切に対応す

る体制を整えています。本事業所における苦情解決責任者及び第三者委員を設置し、

苦情解決に努めることといたします。 

苦情解決責任者 施設長   渡辺 繁 

苦情解決担当者 

主任   山口 鉄次 

〔℡〕 ０４３－２２８－１３００ 

〔FAX〕０４３－２２８－３８４７ 

〔受付時間〕午前９時から午後５時まで 

苦情解決第三者委員 

社会福祉法人八千代美香会評議員 

 宮崎 弘  ［℡］０４７－４８２－８４９８ 

 井上 綾子 ［℡］０４７－４３３－５０８０ 

 ※その他、お住まいの市区町村介護保険担当課でも受付いたします。 

 ［苦情申し立てから解決までの流れ］ 

１）苦情申し立て…担当者に電話・面接・文書・FAX等により申し出ます。 

２）内容の確認……担当者が苦情の申し立て内容について確認をいたします。 

３）検討会議………調査確認を行い、必要に応じて検討会議を開きます。 

４）話し合い………申立者と施設側での話し合いを行います。 

５）解決……………再発防止策を検討・実施いたします。 

 

１６．個人情報の保護について 

個人情報保護法、その他の関係法令により個人情報利用についての同意書を交わ

し、同意の内容を遵守した取扱いとします。 
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１７．利用料金表  

１）基本料金 

①３～４時間 

介護

度 

地域密着型

通所介護 

サービス費 

処遇改善 

加算 

（×0.059） 

 

特定処遇 

改善加算 

(×0.012) 

 

介護職員等 

ベースアップ

等支援加算 

（×0.011） 

自己負担金額 

①１割負担 

②２割負担 

③３割負担 

１ 
４１６単位

／日 

２５単位 

／日 

５単位 

／日 

 

５単位 

/日 

① ４８２円 

② ９６４円 

③ １，４４５円 

２ 
４７８単位

／日 

２８単位 

／日 

６単位 

／日 

 

５単位 

/日 

① ５５３円 

② １，１０５円 

③ １，６５７円 

３ 
５４０単位

／日 

３２単位 

／日 

６単位 

／日 

 

６単位 

/日 

① ６２４円 

② １，２４８円 

③ １，８７２円 

４ 
６００単位

／日 

３５単位 

／日 

７単位 

／日 

 

７単位 

/日 

① ６９４円 

② １，３８７円 

③ ２，０８０円 

５ 
６６３単位

／日 

３９単位 

／日 

８単位 

／日 

 

７単位 

/日 

① ７６６円 

② １，５３２円 

③ ２，２９８円 

②４～５時間 

１ 
４３６単位 

／日 
２６単位 

／日 
５単位 

／日 

 

５単位 

/日 

①５０４円 

②１，００８円 

③１，５１２円 

２ 
５０１単位 

／日 

３０単位 

／日 

６単位 

／日 

 

６単位 

/日 

①５８０円 

②１，１６０円 

③１，７４０円 

３ 
５６６単位 

／日 

３３単位 

／日 

７単位 

／日 

 

６単位 

/日 

①６５４円 

②１，３０８円 

③１，９６１円 

４ 
６２９単位 

／日 

３７単位 

／日 

８単位 

／日 

７単位 

/日 
①７２８円 

②１，４５５円 

③２，１８２円 

５ 
６９５単位 

／日 

４１単位 

／日 

８単位 

／日 

 

８単位 

/日 

①８０４円 

②１，６０７円 

③２，４１０円 



８ 

 

③５～６時間 

１ 
６５７単位 

／日 
３９単位 

／日 
８単位 

／日 

 

７単位 

/日 

①７６０円 

②１，５１９円 

③２，２７８円 

２ 
７７６単位 

／日 

４６単位 

／日 

９単位 

／日 

 

９単位 

/日 

①８９８円 

②１，７９５円 

③２，６９２円 

３ 
８９６単位 

／日 

５３単位 

／日 

１１単位 

／日 

 

１０単位 

/日 

①１，０３６円 

②２，０７２円 

③３，１０８円 

４ 
１０１３単

位／日 

６０単位 

／日 

１２単位 

／日 

 

１１単位 

/日 

①１，１７１円 

②２，３４１円 

③３，５１２円 

５ 
１１３４単

位／日 

６７単位 

／日 

１４単位 

／日 

 

１２単位 

/日 

①１，３１１円 

②２，６２１円 

③３，９３２円 

④６～７時間 

１ 
６７８単位 

／日 
４０単位／日 

８単位 

／日 

 

７単位 

/日 

①７８３円 

②１，５６６円 

③２，３４９円 

２ 
８０１単位 

／日 
４７単位／日 

１０単位 

／日 

 

９単位 

/日 

①９２６円 

②１，８５２円 

③２，７７８円 

３ 
９２５単位 

／日 
５５単位／日 

１１単位 

／日 

 

１０単位 

/日 

①１，０６９円 

②２，１３８円 

③３，２０７円 

４ 
１０４９単

位／日 
６２単位／日 

１３単位 

／日 

 

１２単位 

/日 

①１，２１４円 

②２，４２７円 

③３，６４０円 

５ 
１１７２単

位／日 
６９単位／日 

１４単位 

／日 

 

１３単位 

/日 

①１，３５５円 

②２，７０９円 

③４，０６３円 

⑤７～８時間 

１ 
７５３単位 

／日 
４４単位／日 

９単位／ 

日 

 

８単位 

/日 

①８７０円 

②１，７３９円 

③２，６０８円 

２ 
８９０単位 

／日 
５３単位／日 

１１単位 

／日 

 

１０単位 
①１，０３０円 

②２，０５９円 



９ 

 

/日 ③３，０８９円 

３ 
１０３２単

位／日 
６１単位／日 

１２単位 

／日 

 

１１単位 

/日 

①１，１９２円 

②２，３８４円 

③３，５７６円 

４ 
１１７２単

位／日 
６９単位／日 

１４単位 

／日 

 

１３単位 

/日 

①１，３５５円 

②２，７０９円 

③４，０６３円 

５ 
１３１２単

位／日 
７７単位／日 

１６単位 

／日 

 

１４単位 

/日 

①１，５１６円 

②３，０３１円 

③４，５４７円 

⑥８～９時間 

１ 
７８３単位 

／日 
４６単位／日 

９単位 

／日 

 

９単位 

/日 

①９０５円 

②１，８０９円 

③２，７１４円 

２ 
９２５単位 

／日 
５５単位／日 

１１単位 

／日 

 

１０単位 

/日 

①１，０６９円 

②２，１３８円 

③３，２０７円 

３ 
１０７２単

位／日 
６３単位／日 

１３単位 

／日 

 

１２単位 

/日 

①１，２３９円 

②２，４７８円 

③３，７１７円 

４ 
１２２０単

位／日 
７２単位／日 

１５単位 

／日 

 

１３単位 

/日 

①１，４１０円 

②２，８２０円 

③４，２３０円 

５ 
１３６５単

位／日 
８１単位／日 

１６単位 

／日 

 

１５単位 

/日 

①１，５７８円 

②３，１５５円 

③４，７３３円 

 

 

２）各種加算  

加算 

地域密着型

通所介護 

サービス費 

処遇改善 

加算 

（×0.059） 

 

特定処遇 

改善加算 

(×0.012) 

 

介護職員等 

ベースアップ等

支援加算 

（×0.011） 

自己負担金額 

①１割負担 

②２割負担 

③３割負担 

入浴介助

加算Ⅰ 

４０単位 

/回 

２単位 

／日 

０単位 

／日 

０単位 

/日 
①  ４５円 

②  ９０円 

③ １３５円 

入浴介助

加算Ⅱ 

５５単位 

/回 

３単位 

／日 

１単位 

／日 

 

１単位 
①  ６４円 

② １２８円 
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/日 ③ １９２円 

認知症加

算 

６０単位 

/日 

４単位 

／日 

１単位 

／日 

 

１単位 

/日 

①  ７１円 

② １４１円 

③ ２１２円 

送迎減算 
－４７単位

/日 

－３単位 

／回 

－1単位 

／回 

 

－１単位 

/回 

① －５６円 

②－１１１円 

③－１６７円 

中重度者

ケア体制

加算 

４５単位 

/日 

３単位 

／日 

1単位 

／日 

 

１単位 

/日 

①  ５３円 

② １０５円 

③ １５７円 

サービス

提供体制

強化加算

Ⅰ 

２２単位 

/日 

１単位 

／日 

０単位 

／日 

 

０単位 

/日 

①  ２５円 

②  ５０円 

③  ７５円 

 

サービス提

供体制強化

加算Ⅱ 

 

１８単位 

/日 

1単位 

／日 
０単位 

／日 

 

０単位 

/日 

①  ２１円 

②  ４１円 

③  ６１円 

科学的 

介護 

推進体制

加算 

 

４０単位

/月 

 

２単位 

／月 

０単位 

／日 

 

０単位 

/日 

①  ４５円 

②  ９０円 

③ １３５円 

 

個別機能 

訓練加算

Ⅰ（イ） 

５６単位 

/回 

３単位 

／日 

１単位 

／日 

 

１単位 

/日 

①  ６６円 

② １３１円 

③ １９６円 

 

口腔機能 

向上加算

Ⅰ 

１５０単位

/回 

９単位 

／日 

２単位 

／日 

 

５単位 

/日 

① １７４円 

② ３４８円 

③ ５２２円 

 

栄養改善

加算 

２００単位

/回 

１２単位

／日 

２単位 

／日 

 

６単位 

/日 

① ２３１円 

② ４６２円 

③ ６９２円 

 

介護職員処遇改

善加算（Ⅰ） 

各所定単位数の５９／１０００ 

（小数点以下は四捨五入） 
― 

特定介護職員等

処遇改善加算

（Ⅰ） 

各所定単位数の１２／１０００ 

（小数点以下は四捨五入） 
― 

介護職員等ベー

スアップ等支援

加算 

各所定単位数の１１/１０００ 

（小数点以下は四捨五入） 
― 
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注１）各種加算は職員体制やサービスの実施状況など、一定の要件により変わ

ってきます。 

注２）介護保険適用の場合でも保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業

者に支払われない場合があります。その場合は、サービス利用料の１０

割分を全額支払って頂きます。サービス提供証明書を発行致しますので、

後日、お住まいの市町村介護保険担当課に提出しますと、払い戻しを受

けることができます。 

注３）感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利

用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも 100分

の５以上減少している場合、利用者数が減少した月の翌々月から３月以

内に限り、所定単位数の３／１００を加算します。 

注４）利用者側のやむを得ない事情により２時間以上３時間未満の通所介護

を行う場合、その料金は４時間以上５時間未満の通所介護を行う場合の

７０/１００を算定します。 

３）厚生労働大臣が定める１単位の単価 

千葉市は三級地の取り扱いとなり、１単位は 10.68円となります。 

４）取消料 

当施設では、体調不良等でサービスの利用を中止する場合においても取消料等

は頂きません。お休みをされる場合は必ず事前にご連絡下さい。 

 

５）その他 

項目  金額 

食費（おやつ代含む） １回 ７５０円 

理美容費 １回 実費 

教養娯楽費（行事参加費等）  実費 

コピー代 １枚 １０円 

工作費 １月 ５０円 

フラワーアレンジメント費 １回 ５２５円 

日用品費 

尿取りパット １枚  ２０円 

紙パンツ １枚  ８０円 

紙オムツ １枚       １００円 
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重要事項説明書の同意書 

 

 

令和    年    月    日 

 

 

 

 ちば美香苑デイサービスセンターを利用するにあたり、ご利用者に対して、本書面

にて重要事項について説明しました。 

 

 

 

 事業者   ［事業者名称］ 社会福祉法人 八千代美香会 

       ［施設名称］  ちば美香苑デイサービスセンター 

       ［指定番号］  千葉市長指定 第１２７０４００２６８号 

       ［施設所在地］ 千葉市若葉区佐和町３２２番地８８ 

       ［代表者氏名］ 理事長       綱島 照雄     ㊞ 

 

       ［説明者氏名］ 生活相談員               ㊞ 

 

 

 

 私は、ちば美香苑デイサービスセンターを利用するにあたり、本書面により、事業

者から重要事項の説明を受け、これに同意しました。 

 

 

 

 利用者    ［氏名］                       ㊞ 

 

 

 利用者代理人 ［氏名］                       ㊞ 

 

（続柄       ）      

 

 


